
障害減免

窓口で申請が必要な方 郵送で申請可能な方

左記以外の方

公益減免

直近２ヶ月の運行日誌の写し

構造減免

生保減免

減免申請書

納税通知書

車体の構造が把握できる写真

生活保護受給証明書

申請期間

初めて申請する方

障害者手帳の内容が更新されている方

新しい車両に乗り換えた方等

障害者との関係性を証明する書類※4
別居の同一生計者※1が所有する

車両のときのみ添付

どんなときに申請できるの？

障害者手帳原本
郵送申請のときは顔写真、減免印、

障害名、等級が記載された部分の写し

運転者の免許証の写し（両面）
マイナ免許証※3をお持ちの方は
ご連絡ください

全員

何が申請に必要なの？

定款の写し

車検証及び自動車検査証記録事項※2の写し 原付・軽二輪は不要

納税すると減免は受けられません

５月に納税通知書が到着してから納期限（５月末日）まで

いつまでにどうやって申請が必要なの？

・同一生計者※1が障害者

　のために所有または運転

・障害者が所有

障害 公益
公益目的で

使用する車両

構造
車椅子の乗降が

できる構造の車両

生保
生活保護受給者

が所有する車両

 こんな方は軽自動車税の減免が受けられます こんな方は軽自動車税の減免が受けられます

※その他、必要に応じて書類を提出して頂く場合があります。
→裏面もご確認ください

納税義務者のマイナンバーカード または通知カード等＋運転免許証もしくは保険証等



※１　同一生計者とは次のいずれかに該当するものをいう

・障害者と同居している方

・障害者住所から２km以内に住む親族の方

・障害者住所から２km以内に住む都のパートナーシップ宣誓制度の証明を受けた方

※申請期限後の申請は受けられません。

※４　障害者との関係性を証明する書類の例

・戸籍の全部事項証明書や東京都パートナーシップ宣誓制度受理証明書等

※２　令和６年１月以降に検査を受けた車両のみに交付される書類のこと

※３　免許情報記録個人番号カードのこと

※保谷庁舎及びその他出張所では受付ができません。

※障害者手帳からカードに変更された方はカードに減免印を押印しますので窓口まで

　お持ちください。

※減免が受けられるのは普通車・軽自動車合わせて１台までです。

注意事項

提出
問合せ

西東京市役所　市民税課　市民税係　

軽自動車税担当　（田無庁舎４階）

188-8666 東京都西東京市南町５丁目６番13号

042-460-9826（直通）


